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総務大臣は、 本準備書面において、 本件P L C 機器の市販状況、 一般的な電波障害発
生時の苦情処理の状況等について主張するとともに、 申立人らの平成 2 0年 9月 5 日付
け準備書面 (6 ) 及び検証申立書に対し、 必要と認める限度で反論する。
なお、 略称等は、 特に断らない限り従前の例による。

第 1 技術基準の内容についての総括
総務大臣が策定した本件P L C に係る技術基準の内容は、乙 3 号証に記載していると
ころがすべてであり、その妥当性については、乙 4 号証及び乙 5 号証に記載されている。
総務大臣は、これまでの 1 1通に上る準備書面でこれらの内容を詳細に主張してきたと
ころであるが、 一覧性に資するべく、 本準備書面において、 以下に述べるとおり、 従前
の主張を整理する。
1 導入経緯
本件P L C は、 屋内に敷設された電力線を利用 して、 高速の情報伝送を可能に

するもので、 導入の期待が高かったものである。 本件P L C は、 本技術基準の策
定前から、 漏えい電界強度低減技術の開発者に限り実験目的での運用は認められ
ており、 設置許可処分が行われていたと こ ろ、 電波法施行規則等関係の総務省令
等の改正により、 運用者及び目的を限定せずに運用することができるようになっ
たものである。

すなわち、 この改正は , 本件P L C の実験目的以外での一般的な導入を可能に
したものであるところ、 本件P L C の通信状態における伝導妨害波の許容値は、
屋内でのみ使用する本件P L C 機器から漏えいする電波の強度が離隔距離におい
て、 様々な環境で周囲雑音レベル程度以下となるように設定されたものであるか
ら、 本件P L C が使用されることによって、 申立人らのアマチュア無線通信に継
続的かつ重大な障害が生ずる可能性は低いというべきである。
なお、 総務大臣は、 ｢周囲雑音｣ として、 自然雑音に人工雑音を加えた、 現に

P L C 機器が利用されている場面に存在する雑音を周囲雑音と定義しており、 放
送波や通信波も、 それを利用していない者にとっては単なる雑音に過ぎないこと
から、 これを ｢周囲雑音｣ に含めている。
2 基本的な考え方
本件P L C の技術基準は、本件P L C 機器と他の無線設備との共存を考え、本件
P L C 機器から発生する漏えい電波を、他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障
害を与える可能性が低いと考えられる レベルに抑えるとともに、万一本件P L C 機
器の使用 により他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えた場合には、電
波法第 1 0 1条において準用する同法第 8 2条第 1項の規定に基づき、運用者に必
要な措置を講じることを命じる等の対応を行うこととし、無線障害に関する国際規
格 (C I S P R 規格) との整合性を念頭に置いて策定したものである。
なお、 C I S P R (シスプル) とは、 国際無線障害特別委員会の略称である。 同
委員会は、 無線障害の原因となる各種機器からの不要電波 (妨害波) に関し、 その
許容値と測定法を国際的に合意することによって国際貿易を促進する こ とを目的
として昭和 9 年 (1 9 3 4 年) に設立された I E C (国際電気標準会議) の特別委



員会であるが、 I E C の他の専門委員会 (I E C の加盟国が構成員) とは異なり、
加盟国に加えて無線妨害の抑圧に関心を持ついくつかの国際機関も構成員となっ
ていることから、 他の国際機関とも密接な協力体制がとられており、 C I S P R で
策定された国際規格は、 多くの国で受け入れられている (乙 1 2 0 号証) 。
(1 ) 電波法令の規制形態
電波法の高周波利用設備に関する技術基準は、 基本的には、 無線通信への障
害を予防する観点で設けられているものであるが、 電波法では、 それのみに頼
ることなく、 事後的措置も規定する こ とで、 全体として電波の能率的な利用の
確保を図っている。
ア 電波法における電力線搬送通信に関する規定について

電波法 (昭和 2 5 年法律第 1 3 1号) は、 電力線搬送設備を、 高周波利
用設備の一つとして規定している。
高周波利用設備は、 本来電波を空間に発射することを目的とするもので

はないが、 高周波電流を使用するため、 ともすると漏えいする電波が空間
に輻射され、 その漏えい電波が無線通信を妨害するおそれがあるものであ
る。 かかる観点から、 電波法は、 高周波利用設備を規制の対象としており、
それを設置するに当たっては、 事前の設置許可を必要としているが、 総務
省令で定める設備の設置は、例外として許可を要しないこととしている (同
法第 1 0 0 条第 1項) 。 これを受けて、 省令である電波法施行規則 (昭和
2 5年電波監理委員会規則第 1 4 号。 以下 ｢施行規則｣ という。 ) 第4 4
条第 1項第 1号 (1 ) は、 定格電圧 1 0 0 ボルト又は 2 0 0 ボルト及び定
格周波数 5 0 ヘルツ又は 6 0 ヘルツの単相交流を通ずる電力線を使用する
ものであって、 その型式について総務大臣の指定を受けた電力線搬送通信
設備を許可を要しない設備として規定し、 同条第 2項第 2 号は、 総務大臣
が当該設備の型式を指定する際の区分のひとつと して、 屋内において 2 メ
ガヘルツから 3 0 メガヘルツの周波数の搬送波により通信を行う本件P L
C 設備を規定している。
そ して、 本件P L C 設備の型式の指定を受けようとする者は、 申請書に
接続図、 外観図、 搬送波の周波数、 伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射
妨害波の電界強度等を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければな
らず (施行規則第 4 6 条第 1項第 5号) 、 総務大臣は、 P L C 設備の型式
の指定の申請があった場合において、 その型式が施行規則第4 6条の 2 第
1項第 5 号に規定する搬送波の周波数の範囲、 伝導妨害波の電流及び電圧
並びに放射妨害波の電界強度等の条件に適合していると認めたときは、 型
式の指定を行うこととされている (施行規則第4 6条の 2 第 1項) 。
さらに、 同法は、第 1 0 1条において準用する第 8 2 条第 1項において、
第 1 0 0 条の許可が不要とされた高周波利用設備が他の無線設備の機能に

継続的かつ重大な障害を与えるときは、 総務大臣はその障害を除去するた
めに必要な措置をとるべき ことを命ずることができる こととし、 両設備の
共存を図っている。
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イ 電波法の要請と総務省令への委任について

電波法第 1 0 0 条第 1項の許可の適用対象外とする通信設備は、 その漏
えい電波が弱く、 他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与える可
能性が低いものであることが必要であると考えられるが、 そのような通信
設備は多種多様なものが想定されるところであり、 また技術の進歩や時代
の変遷により多様に変化するものと考えられることから、 同法第 1 0 0 条
第 1項は、 許可の適用対象外とする設備の範囲について、 行政の専門的な
判断に委ね、 広く総務大臣に委任している。
そこで、 総務大臣が許可の適用対象外とする設備の範囲を画するための

技術基準を定めるに当たっては、 電波障害の予防措置としての効果や利用
を認めた場合の影響等を総合的に勘案するための裁量が認められていると
いうことができる。 そうすると、 定められた技術基準が上記裁量の範囲を

逸脱している場合とは、 技術基準を定めるに当たって検討した重要な事実
に誤認があるか、 又は、 評価が明白に合理性を欠くことにより、 技術基準
自体が電波法の趣旨に照らし著しく妥当性を欠く ことが明らかであると認
められる場合に限られるというべきである。
ウ 技術基準策定の考え方
そもそも、 電波、 特に短波帯の電波は、 その伝搬状況が安定しておらず、
免許を受けた合法な無線局からの電波であったと しても他の無線通信の妨
害となり得る。 また、 無線局以外の、例えば電気 ･電子機器が発する電波や、
自然界に存在する電波は、その場所により、また時刻により大きく変動する。
このような性格を持つ短波帯の無線通信について、発生頻度の少ない最悪な
条件が重なった場合でもまったく障害が発生しないように高周波利用設備
の技術基準を定めると、他の大部分の場合においては過剰な規制となってし
まう。
そこで、 電波法令では、他の無線設備に対して障害を与える可能性が高い
ものについては、 その可能性をあらかじめ低減させる観点から、 いわば予防
措置としての技術基準を定めるとともに、 事前規制の有無にかかわらず、 他
の無線利用に継続的かつ重大な障害を与えた場合における事後措置に関す
る規定も併せて置くことによって、過剰な規制を置くことなく電波利用環境
の維持を図ろうとしている。許可の適用対象外とされた高周波利用設備につ
いて、他の無線通信に継続的かつ重大な障害を与えた場合には、 電波法第 1
0 1 条で準用する第 8 2条第 1項により、事後措置を講じることを可能にし
ていることはその表れである。
以上の趣旨に照らせば、技術基準のみにより無線通信の完全な保護を図る
過剰な規制を行う必要はなく、 むしろこの点のみを重視すると、 全体として
電波の効率的な利用を図ろうとする電波法の趣旨に反する事態が生じかね
ないというべきである。
エ 本件P L C への適用について
高周波利用設備の一種である本件P L C についても以上述べたことがそ
のまま当てはまる。その技術基準で定められる許容値としては様々 な物理量
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及びそのレベルが考えられるが、 本件の技術基準は、 無線通信との共存を図
るための条件としてまとめられたものであり、①他の無線設備における障害
の発生をできるだけ低減するとともに、 ②無線妨害に関する国際規格 (C I
S P R 規格等)との整合性がとれ、 ⑧実効的な電波監理をすることができる
ものとなっている。

具体的な条件については、 有識者により構成される 『高速電力線搬送通
信に関する研究会｣ で議論した上でゞ 情報通信審議会情報通信技術分科会
にも諮問を行い、意見公募を踏まえた上で慎重に定められたものである (乙
4 号証、 5 号証、 6 号証及び 7 号証) 。
、ところで、本件P L C の技術基準は、規定の測定法により測定した場合の
許容値を定めたものであり、現実の家屋から漏えいする電波そのものについ
て規制値を定めているものではない。 許容値策定の過程では、 一定の周囲雑
音レベルを想定したところ、 現実には、 乙 4 号証 9 7 ページの図 1 からも明
らかなように、 周囲雑音レベルは、 環境に応じて、 また時刻,によっても大き
く変化する。 したがって、 場合によっては、 周囲雑音レベルを超える漏えい
電波が発生する事例も想定し得る。 しかし、 そのような事例であっても、 無
線通信側の設備の配置や性能、使用する周波数や目標とする電波の強度等に
より、無線通信の妨害とならない場合もあり、 実際の障害発生頻度は少ない
ことが予想される。 仮に、 他の無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を与
えた場合には、電波法第 1 0 1条で準用する同法第 8 2条第 1 項の規定によ
り、本件P L C 機器の使用者に対して必要な措置を命ずる ことによって十分
に対応することができ、 実効上の問題はないということができる。
以上により、 本件 P L C の技術基準は、 同法第 1 0 0 条第 1項に委任さ

れた範囲内にあり、 かつ、 合理的な規定であると解される。
(2 ) 本件P L C と他の無線設備とを共存させるための規制方法
無線設備の機能の障害は、 本件P L C 機器を接続した電力線からの漏えい
電波によって発生するおそれがある こ とから、 本件P L C 機器に適用する技
術基準 (許容値) を規定する際には、 漏えい電波の強度である電界強度で規
制する ことが考えられる。 しかし、 本件P L C 機器に適用する許容値として

漏えい電波の電界強度を用いる こと“ま、 3 0 M H z 以上の周波数帯において
は合理的であるが、 それ以下の周波数帯においては、実質的に困難である (後
記 (5 ) 及び同 3 (2 ) 参照。 ) 。
ところで、 一般に、 ある物理量で直接的に規制するのが実質的に困難であ
る場合、 当該物理値と相関関係がある物理量であれば、 これを規制に用いる
ことは有効である。 本件のように電界強度で直接規制することが困難である

場合、 電界強度と相関関係がある物理量であり、 かつ、 その測定が容易なも
のを用いて規制すれば、 有効な規制を行うことができる。
そ こで、 3 0 M H z 以下の周波数帯においては、 漏えい電波の発生の源で
あり、 漏えい電波の電界強度と相関関係があるコモンモー ド電流 (通信時。
非通信時は、 コモンモー ド電流と相関関係を持つ電圧。 ) といわれる物理量
で規制するこ とと したものである。 その理由は、 後記 (5 ) で詳述する。

- 4 -



なお、 後記 (5 ) イ で述べるとおり、 電力線を流れる信号によって発生す
る漏えい電波に起因する無線障害に関する規格を定めるに当たって、 コモン
モー ド電流により規定することは、国際的に見てもごく常識的なことである。
現に、 無線障害に関する国際規格である C I S P R 規格では、 そのようIと規
定している (実例については、 後記 (5 ) 参照。 ) 。
申立人らは、 3 0 M H z 以下の周波数帯について コモンモー ド電流で規制
する こ とを問題視しているので、 以下においては、 コモンモー ド電流で規制

することの合理性を詳述することとし、 併せて、 3 0 M H z 以上の周波数帯
においては漏えい電波の電界強度を測定する方法が合理的であることなどに
ついても言及することによって、 本件P L C に関する技術基準の合理性を明
らかにする。
(3 ) コモンモー ド電流
屋内の電力線は一般に 2 本の電線で構成されているが、 こ の 2 本の電線に

商用周波数 (5 0 ヘルツ又は 6 0 ヘルツ) の電気を加えると、 それぞれの電
線に、 大きさが等しく、 かつ逆向きの電流が流れる。 '

しかし、 電線に加える電気の周波数が高くなると、 不平衡状態の存在によ

って (後記 (4 ) で詳述) 、 一般に、 それぞれの電線に流れる電流の大きさ
は異なるようになる (例として、 各々の電線に流れる電流は互いに逆向きで
あるが、 大きさが異なる状態を図 1左に示す。 ) 。
この図 1左のように流れている電流は、 数学的には、 ｢大きさが等しくか

つ逆方向に流れる電流｣ 成分 (図 1中) と ｢同方向に流れる電流｣ 成分 (図
1 右) の和として表すことができる。 前者を ｢ディ フ ァ レンシャルモー ド電
流｣ (大き さが等しく、 逆方向の電流)、 後者を ｢コモンモー ド電流｣ (同方向
の電流)と呼んでいる。
一般に、 電線に高周波電流が流れると、 電線のまわりに電波 (電磁波) が
放射される。 しかし、 2 本の電線を逆向きに流れる ｢ディフ ァ レンシ ャルモ

ード電流｣ によって発生する電波は、 各線から発生する電波が互いに打ち消
し合うよう&こ働くため、 まったく目立たなくなる。 これに対して、 2 本の電
線を同じ向きに流れる ｢コモンモー ド電流｣ は、 発生する電磁波が打ち消さ

れないため、 無線障害の原因となることがある。
本件P L C では、 電力線の 2 本の電線にディ ジタル信号を ｢ディファレン

シャルモー ド電流｣ として送出する。 しかし、 様々 な理由 (後記 (4 ) で詳
述) によって、 本来の ｢ディフ ァ レンシャルモー ド電流｣ 成分に加えて、 ｢コ
モンモー ド電流｣ 成分が生じる。 このため、 この コモンモー ド電流によって

漏えい電波が発生することになる。
この ｢コモンモー ド電流｣ が漏えい電波の主要な発生源であり、 漏えい電

波の強度は、 その源である コモンモー ド電流の大きさに比例する。 したがっ
て、 コモンモー ド電流の値の大きさによっ て、 漏えい電波の強度を表すこと
ができるのである。
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大きな電流でも打消しあう

ので電磁波は目立たない

小さな電流でも足しあわさ

れるので、 電磁波が目立つ

コモンモード

2線に同方向の電流

図1 ティファレンシャルモード電流とコモンモード電流による電磁波

(4 ) コ モンモー ド電流の発生機構
(3 ) で述べたよう&こ、 本件P L C は、 ディフ ァ レンシャルモー ド電流を
用いて行う通信である。 そのため、 理想状態ならば、 その電流には、 コモン
モー ド電流成分は含まない。
ところで、 デイフ ァ レンシャルモード電流は、 電力線の 2 本の線に大きさ
が等しく、 互いに逆向きに流れる。 したがって、 電力線に接続されている機
器や近傍の物体が、 2 本の線に対して電気的に対称であれば、 電流はディ フ

ァ レンシャルモー ドのまま流れる。 このような状態を電気的に ｢平衡状態｣
という。 一方、 例えば図 2 のような配線を有する家屋を考えた場合、 A 点か
ら見ると照明器具の先にスイ ッチがついているが、 B 点から見ると、 スイ ッ
チの先に照明器具が付いていることになり、 2 本の線に対して電気的に対称
な平衡状態でない ( ｢不平衡状態｣ )ということになる。 一般の家屋にある電
力線は、 不平衡状態であることがほとんどである。
こ の不平衡状態の程度は、 スイ ッチのオン ･ オフによっても変化する。 ま
た、 コ ンセントに接続されている家電機器の中でも不平衡状態が発生する。
コモンモー ド電流は、 この不平衡状態が発生している箇所でデイフ ァ レンシ

ャルモ - ド電流から変換されて発生するものである。
上述のとおり、 一般の家屋の電力線は不平衡状態であることが一般的であ

るから鳶まとんどの場合において、 コモンモー ド電流が発生する ことになる。
デイフ ァ レンシャルモー ド電流が コモンモー ド電流に変換される割合は、 不
平衡状態が発生している箇所における不平衡状態の程度によって異なる。

2本線に流れる高周波
電流 1秀蕉擶轟ルモ‐ドi2線に逆方向の電流
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積算電力計
プレー力

図2 簡単な屋内配線モデル

(5 ) コモンモ - ド電流で規制することの必要性 ･ 妥当性
既述のとおり、 本件P L C から漏えいする電波は、 電力線を流れる コモン
モー ド電流成分によって発生する。 こ の漏えいする電波の強度は、 電力線を

流れる コモンモー ド電流の大きさに比例する。 したがって、 コモンモード電
流の大きさと漏えい電波の電界強度の相関関係を認めることができる。
また、 許容値を漏えい電波の電界強度で定めずに、 コモンモー ド電流の値
で規定した理由は以下のとおりである。
ア 測定可能な許容値とするため

本件P L C 機器のみならず、 家屋内や建物内で使用されている多数の電
気 ･ 電子機器からも コモンモー ド電流が発生している。 したがって、 家屋
や建物の付近で電波の測定を行うと、 本件P L C 機器を使用していなくて
も、 様々な電波 (周囲雑音) が観測される。 当然ながら、 この電波の強さ
は、 電気 ･ 電子機器の使用状態や環境条件によって時間と共に大きく変動
する。
それゆえ、 本件P L C 機器の漏えい電波を電界強度によって規制するこ
ととすると、 その電波の電界強度が周囲雑音の電界強度よりも十分高くな
ければ測定することができない。 したがって、 必然的に、 規制値は、 変動
する周囲雑音レベルより相当高い値とせざるを得ない こ とになる。
これに対して、 コモンモー ド電流で規制すれば、 周囲雑音と独立した物
理量による規制であることから、 漏えい電波を周囲雑音レベル程度に抑制
することができる。
イ 他の電気 ･ 電子機器の許容値との整合をとるため

上述のとおり、 建物内で使用されている多数の電気 ･ 電子機器によって
も、 電力線に コモンモー ド電流が発生し漏えい電波を放射するため、 近隣
の無線設備に対して障害を与える可能性がある。
したがって、 無線障害に関する国際規格を審議 ･ 決定する場である国際
無線障害特別委員会 (C I S P R ) は、 これらの機器について、 漏えい電
波の原因である コ モンモー ド電流の許容値を規格として定めており (平成
9年 1 1月 に発行された C I S P R 2 2第 3 版。 その内容は、 郵政省電気



通信技術審議会答申 (乙 1 2 1号証) として公表されている。 ) 、 この規
格を我が国も採用している。 これと同様に、 本件P L C 機器についても、
強度ではなく、 コモンモー ド電流によって規制することが妥当である。
なお、 蛇足ながら、 国際規格C I S P R 2 2 においても、 3 0 M H z 以
下の周波数については伝導妨害波の許容値を コモンモー ド電流等で、 3 0

M H z 以上の周波数については、 放射妨害波の許容値を電界強度で規定し
ている。 つまり、 本件P L C の規制は、 全周波数帯域に対して、 C I S P
R 2 2 と同様の規定方法をしているのである (後記 3 (2 )及び (3 ) 参
照) 。

3 規制の内容
許容値 (電波法施行規則)と、 その許容値との適合を確認するための測定法 (平
成 1 8 年総務省告示第 5 2 0 号) の両方を規定しており、 技術基準に適合してい
るか否かを検査すべき P L C 機器に、 平衡度が極めて悪い (すなわち、 漏えい電
波が出やすい) 電力線を模擬した測定器具 (上記告示により規定) を接続したと
きに、測定器具を流れる コモンモー ド電流等を測定するという方法を用いている。
具体的な許容値及び測定法を導いた過程を、 以下、 詳述する。
なお、 告示に規定する測定法に従って測定した場合に初めて、 許容値が意味の
ある基準となる。 例えば、 実際の家屋のコンセントでコ モンモード電流を測定し
た場合、 この測定は、 告示で定める測定法とは様々 な条件において異なる測定と
なる。 この様々な条件の相違を無視し、 測定結果のみを用いて個別の pLC 機器の
適否、 及び、 本件技術基準の正否を議論しても、 無意味である。
(1 ) 許容値の導出 (乙 4 号証 8 3ページ以下、 乙 5 号証 5 4 ぺ- ジ以下)
現実に P L C 機器が接続される電力線網は千差万別である。 そこで、 わが

国における代表的な家屋を想定しつつモデル化 (理論計算を行うことができ
るように、現実の家屋内の電力線網を簡単な回路網に置き換えて考えること。
当該簡単な回路網のことを ｢モデル｣ という。 ) を行い、 当該モデルに P L
C 機器を接続して使用 したときに、 当該家屋の電力線網から放射される漏え
い電波を推定し、 当該漏えい電波が離隔距離において周囲雑音レベル程度以
下となるよう、 P L C 機器の出力を制限することと した。
具体的には、 以下のように検討された。
ア 家屋内の電力線網のモデル化

現実の家屋等の構造は千差万別であり、 その電力線の配線も非常に複
雑、 電力線に接続されている電気 ･ 電子機器も様々である。 しかるに、
種々 の検討の結果、
(ア) 単純化したモデルを使用した実測結果及び計算機シミュ レーシ
ョ ンの結果から、 線路の平衡度を左右するような電気 ･ 電子機器
が接続されていなければ、 電力線網の中に存在する分岐やスイ ツ
チの影響はあまりない (乙 4 号証4 8 ページ以下、 乙 5 号証 1 9
ページ以下。 なお、 分岐線を流れる コ モンモード電流による漏え
い電波についても別途検討されている。 乙 8 1 号証 3ページ 3 .
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2節参照。 ) 。
(イ )妨害波を発生する原因となる成分はコモンモー ド電流であるが、
コモンモー ド電流の値は、 P L C 信号の電圧、 線路の平衡度を示
す指標である 『縦電圧変換損｣ (L C L ) 、 ｢コ モ ンモー ドイ ン
ピーダンス ｣ 及び ｢ディ フ ァ レンシャルモー ドイ ンピーダンス ｣
などの物理量から大略推定できる (乙 4 号証4 0 ページ以下、 乙
5 号証 1 1ぺ- ジ以下) 。
(ウ) 配電線における信号伝送の実測結果から、 同一家屋等内の電力
線を伝搬する P L C の信号波は、 最も減衰が少ない同相同一回路

(分電盤等を経由せず、 電力線で直接接続されている回路。 途中
に減衰原因となる分電盤な どを含んでいないため、 減衰が少な
い。 ) に属する コ ンセ ントの間では 1 o d B ~ 2 0 d B 程度、 分
電盤で分岐される別回路間では、 2 0 d B ~ 8 0 d B 程度の減衰
が生じる (乙 4 号証 7 0 ページ、 乙 5 号証4 1べ- ジ) 。

ことが分かった。
これらの結果を踏まえ、 家屋として長手方向 2 0 m 、 高さ 6 m の 2 階
建て家屋を想定し、 その各階に長さ 2 0 m の地面と平行に敷設された電
力線 1本 (2 階建てであるので、 計 2 本) 、 1 階と 2 階の電力線を結ぶ
長さ 5 . 6 m の地面と垂直に敷設された電力線 1本の計 3 本を置き、 各
電力線のそれぞれの中心に P L C 機器が 1台ずつ設置された屋内電力線
のモデルが考案された (乙 4 号証 8 3 ページ、 乙 5 号証 5 4 ページ) 。
なお、 このモデルにおいて、 各電力線が 2 (3 )で説明 したような、 近
接する 2 本の電力線ではなく、 1本の電力線としているのは、 コモ ンモ
ー ド電流、 すなわち、 近接する 2 本の電力線に同方向に流れる電流のみ
を模擬すればよいことから、 この 2 本の電力線に流れる コモンモー ド電
流の和が 1 本の電力線に流れているものと見なすことができるためであ

る。

屋内電力線モデルを流れる コモンモー ド電流による漏えい電波
アで考えたモデルに置かれた P L C 機器が原因となって発生する漏
えい電波は、 時刻と場所によって変動するが、 漏えい電波の影響を検討
するという課題の性質から、 家屋内で発生する漏えい電波が最大になる
ときを考えることとした。 そのため、 アで想定した 3 台の P L C 機器は、
互いに依存することなく独立して動作するものとし、 その影響の総和を

探る こととした。 なお、 屋内に設置されたモデルの電力線を流れる コ モ
ンモー ド電流の値及びこれによって発生する漏えい電波の電界強度の

関係は、 理論計算によって求めた く乙 4号証 5 4 ページ以下、 乙 5 号証
2 5 ページ以下。 モデルから 1 0 扱の距離での計算結果は乙 4 号証 8 4
ページ、 乙 5 号証 5 5 ページ。 ) 。
ウ P L C 機器に適用すべき許容値の計算
イで計算したものは、 電力線のそれぞれに最大 1 m A (すなわち 6 0

イ
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d B 粁 A ) の コ モンモー ド電流が流れると仮定したときの漏えい電波の
強度である。 コモンモ - ド電流値と、 電力線から発生する電磁波の強度
は、 比例関係にある。 したがって、 イの結果から、 逆に、 漏えい電波の

強度を決めれば、 当該電波を発生させる コモンモー ド電流値が求められ
ることになる。

そこで、 この漏えい電波が、 離隔距離において、 目安となる周囲雑音
レベル程度となる コモンモード電流を、 逆算して求めた。 この計算を行
う上で、 採用 した考え方の代表的なものは、 以下のとおりである。
(ア) P L C 機器の妨害波の許容レベル
2 M H z ~ 3 0 M H z の周波数の電波を現に使用 している無
線局等について、 各無線局等に設置されている受信機が受信でき
る最も弱い電波の強度 (無線局等の受信感度レベル) と周囲雑音
レベルとを比較したところ、 周囲雑音の強度は、 無線局等の感度
レベルと同程度かそれよりも強いことが分かった。 すなわち、 多
くの無線局等において、 周囲雑音によって受信性能が制限されて

いることになる (乙 4 号証 3 5ぺ- ジ以下、 乙 5 号証 6ぺ- ジ以
下) 。 また、 現実の周囲雑音のレベルは、.時刻によっても大きく
変動する。 これらのことから、 本件P L C が原因となって発生す
る漏えい電波についても、 各無線局等の受信感度レベルまで低下
させなくとも、 周囲雑音レベル程度以下まで抑制すれば、 無線局
等と共存可能 (現に運用 している無線局等の機能に障害を与えな
い) と考えられる。
周囲雑音レベルを検討するに当たっては、 わが国において本件

P L C 機器を使用する代表的な環境を三つ考え、 商業環境、 住宅
環境及び田園環境とした。 商業環境はいわゆる ビジネス街を、 住
宅環境は住宅地を、 田園環境は農村地域を想定している。
このうち、 人口が多い住宅環境についてまず参照したのは国際
電気通信連合 (I T U ) の勧告 ｢I T U - R P . 3 7 2 - 8 ｣
における住宅環境の値であるが、 この勧告における住宅環境と
は、 2 0 0 0 讃に 1軒以上の住宅がある環境を想定しており、 ま
た、 現在のように電波を発生させる電気 ･ 電子機器が多くない 1
9 7 0 年代に米国で測定された値を基に規定されたものである
ことから、 わが国の住宅環境からは垂離していると思われる。 そ

こで、 わが国における典型的な住宅地における周囲雑音値を 3 箇

所 (及び、 それと比較検討するための測定を他に 2箇所) におい
て測定し、 その中で住宅環境としては周囲雑音が低いと考えられ
る測定値をもって目安とする周囲雑音レベルとする こ とと した

(乙 4 号証 2 0 ページ。 周囲雑音の測定結果は乙 4 号証 1 0 7 ペ
ージ以下。 ) 。
なお、 商業環境及び田園環境については、 住宅環境ほど極端な



垂難はないことから、 前記 I T U 勧告の値をそのまま用いること
とした。

(イ ) 離隔距離
本件技術基準は、 あくまで隣家に影響を及ぼさないためのもの
である。 したがって、 P L C 機器が設置されている場所と直近の
場所における漏えい電波が問題なのではなく、 P L C 機器が設置
された家屋の隣家の家屋に設置された無線局等の位置における

漏えい電波の強度が問題となるのである。 すなわち、 P L C 機器
設置点から隣家に設置された無線局等の位置までの距離 (離隔距
離) を見込み、 その距離だけ漏えい電波が大気中を伝搬すること
による減衰を見込むことができる。
こ の距離の値として、 田園環境については、 C I S P R 規格で
標準的な離隔距離と して採用されている 3 0 m 、 商業環境では同
じく 1 o m とした。 住宅環境については、 C I S P R 規格で標準
とされているのは 3 0 血であるが、 3 0 m ではわが国の住宅環境
には適合しないと考えられることから、 商業環境と同様に 1 o m
とした。
こ の 1 o m という値は、 本件技術基準検討当時に客観資料とし
て入手することができた平成 1 0 年住宅 ･ 土地統計調査 (該当統
計表の抜粋が乙 9 7 号証) に基づき、 わが国で最も住宅事情が厳
しいと考えられる ｢東京都心より 1 o k m以内｣ の 1 戸当たりの
面積が 1 0 6 証であることからも適当と考えられる値である (乙
4 号証8 5 ページ、 乙 6 号証 5 6 ぺ- ジ) 。
(ウ) 家屋等の建材による減衰
電波が大気中を離隔距離だけ伝搬することによる減衰は、 P L
C 機器を設置した場所と、 その影響を受ける無線局等が設置され
た場所との間に障害物がないときのものであるが、 本件技術基準
の想定では、 本件P L C 機器は屋内に設置する こととされている
ことから、 少なくとも、 P L C 機器を設置‘した家屋等において、
その建材による減衰を見込むことができる。
そのため、 家屋等の構造物による電波の減衰量をモデルにより
計算した (乙 4 号証 6 7ページ以下、 乙 5 号証 3 8ページ以下。
採用値は乙 4 号証 8 5ページ、 乙 5 号証 5 6 ページ。 ) 。
なお、 実際の家屋等においては、 建材による減衰に加え、 家屋
内に設置された什器などによる減衰が存在するため、 減衰量はさ
らに大きくなることを付言する。
以上で導出した各数値から、 コ モンモード電流を準尖頭値で 3 0 d B
“ A 、 平均値で 2 0 d B “ A に制限すれば、 田園環境及び商業環境の離
隔距離において、 一般的な周囲雑音レベル程度以下になると考えられ
た。 さらに、 この値を満足する P L C 機器を作成し、 (ア) で述べた 3
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箇所の住宅に設置して漏えい電波を実際に測定した結果、 住宅環境にお
いて、 1 6 M H z ~ 3 0 M H z の周波数については上記の値より 1 o d
B 低い値、 すなわち準尖頭値で 2 0 d B 彩 A 、 平均値で 1 o d B “ A に
制限すれば、 離隔距離において、 一般的な周囲雑音レベル程度以下にな
ると考えられたことから、 これらの値を許容値として採用する こととし
た (乙 4 号証 8 6 ページ、 乙 5 号証 5 7 ページ及び乙 4 号証 2 0 ぺ｣
ジ) 。
なお、 準尖頭値、 平均値とは、 いずれも、 その波高値が時間とともに

変化する物理量 (ここでは、 コモンモー ド電流) を評価するために用い ･
る値である。
平均値は、 物理量の瞬時値の平均をとったものである。 比較的緩やか
な変化をする値を評価するには適当であるが、 瞬間的に大きな変化をす
るがその出現確率が低いような値の評価には適しない。
一方、 尖頭値は、 波の瞬時値の最大値に相当する値であるが、 その値
の出現確率は反映されない。
準尖頭値は、尖頭値と平均値の中間的な値で、波の瞬時値の最大値と、
その出現確率の両方を反映するように規定されたものである。 もとも
と、 ラジオの受信障害の程度を評価するために考えられた値であり、 妨
害波の程度を評価する際に一般的に用いられるものである。
本技術基準では、 妨害波の程度を評価するのに、 この平均値と準尖頭
値を規定し、 この両者の条件を満たすことを必要条件と している。 この
考え方は、 電波障害の程度を規定する国際的な規格である C I S P R 規
格の考え方と同一である。 平均値、 尖頭値、 準尖頭値のそれぞれが どの
ような値となるのかを模式的に示した図を図 3 に示す。

波の振幅

準葉頭艫

平均値

時間

図 3 準尖頭値及び平均値

(2 )、許容値との適合性を測定する測定法
許容値との適合性を測定する測定法の基本的な考え方は、 以下のとおりで
ある。
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ア 一般の電子機器と同様の測定法を適用する。
電気 ･ 電子機器から発生する不要な無線周波エネルギーは、 機器に
接続された信号線や電力線を伝って伝搬する成分 ( ｢伝導妨害波｣ )
と、 機器から電波として放射される成分 ( ｢伝導妨害波｣ ) に分けら
れる。
一般に、 機器のき ょう体の寸法が、 電波の波長 (光の速度を周波数
で割ったもの) よりも十分小さい場合には、 この周波数の妨害波のエ
ネルギ - は主として伝導妨害波として機器の信号線や電力線を伝搬す
る。

一方、 機器のき ょう体の寸法が、 電波の波長と同程度以上である場
合には、 妨害波のエネルギーは主としてき ょう体から直接放射され、
放射妨害波として現れる。
本件P L C 機器の寸法は 1 o c 凪~ 1 m程度であることから、 電波
の波長がこれよりも十分に長くなる周波数では 3 0 M H z 以下 (波長
1 o m 以上) については、 P L C 機器から発生する妨害波は伝導妨害
波と して主として現れることになる。 すなわち、 本件P L C 機器のき
ょう体の寸法が波長より十分小さくなる 3 0 M H z 以下の周波数帯に
ついては、 漏えい電波の発生源は主として屋内の電力線を流れる伝導
妨害波、 こ の場合は コモンモー ド電流であり、 したがって、 この コモ
ンモード電流をき ょう体近傍で測定する。
これより高い周波数帯については、 漏えい電波がき ょう体及びその
近傍の電力線から直接放射されるため、 この電界強度を測定する。
イ 通信時の測定では、 最大通信速度の状態で測定を行う。

こ こで示しているとおり、 本件技術基準で行うこととしている測定は、 大
きく分けて 2 種類 (3 0 M H z 以下の周波数に対する伝導妨害波測定 (コモ
ンモー ド電流等の測定) 及び 3 0 M H z 以上の周波数に対する放射妨害波測
定 (電界強度の測定) )である。 伝導妨害波測定は、 さらに二つ くP L C によ
る通信を行っているときの測定及び機器の電源は入っているが通信を行って
いないときの測定)に分けられる。 なお、 放射妨害波測定については、 P L C
による通信を行っているときの方が通信を行っていないときよりも放射妨害
波の電界強度は強いので、 P L C による通信を行っているときのみ測定すれ
ばよいこととしている。
これらの測定のうち、 放射妨害波の測定及び通信を行っていないときの伝
導妨害波の測定についてはゞ既存の国際規格であり、 国際的に妥当なものと
認められている C I S P R 規格に規定されている測定法と同じ方法で測定を
行うことと している。
P L C による通信を行っているときの伝導妨害波の測定については、 P L
C が電源線に信号電流を流すという通信機器としては特殊な形態の機材であ
るため、 既存の C I S P R 規格をそのまま適用することができない (既存の
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C I S P R 規格では、 電源端子と通信端子が別に存在する、 例えば電話線に
接続するモデムのようなもののみ規定されていて、 P L C に係る規格につい
ては策定作業中である。 )。
総務大臣が規定した測定法は、 C I S P R の規格策定担当者も交え、 C I
S P R における規格検討の経過も踏まえて、 それと整合するように定められ
たものである (そのため、 この技術基準は、 C I S P R における規格検討の
場にも、 国際規格案の一つとして提案されている。 ) 。 具体的には、 測定に
使用する測定器具 (イ ンピーダンス安定化回路網) をわが国の電力線網の実
態に適合するよう作成することによって、 妥当な測定ができるようにしてい
る (乙 4 号証 8 7ぺ- ジ以下、 乙 5 号証 5 8 ページ以下) 。
このイ ンピーダンス安定化回路網の特性を決める物理量としては、 『コモ
ンモー ドイ ンピーダンス ｣ 、 ｢デイフ ァ レンシャルモードイ ンピーダンスJ
及び ｢L C L ｣ の三つがある。
ア コモンモードイ ンピーダンス
コモンモ - ド電流の流れ難さを表す物理量で、 数字が大きいほど、 電
力線網に流れる コモンモー ド電流が小さくなる。 わが国の家屋の電力線
網について多数の測定を行った結果、 2 4 0 9 を中央値として数十9 ~
数千9 に広く分布している (乙 4 号証4 4 ページ、 乙 5 号証 1 5 ペー
ジ) 。 しかし、 C I S P R 規格における他の伝導妨害波測定法と整合を
とるため、 また、 受信障害を極力低減する見地から低い コモンモー ドイ
ンピーダンス (イ ンピーダンスが低いと、 コモンモー ド電流が流れやす
くなることから、 規制値に適合するためには、 低い出力としなければな
らない。 低い出力とすれば、 漏えい電波の強度は弱くなる。 ) を採用す
る こ とと して、 2 5 g とした。
イ ディ フ ァ レンシャルモー ドイ ンピーダンス

デイフ ァ レンシャルモー ド電流の流れにくさを表す物理量で、 数字が

大きいほどディフ ァ レンシャルモー ド電流、 すなわち、 P L C の信号電
流が流れにくくなる。 デイフ ァ レンシャルモー ドイ ンピーダンスは、 P
L C 機器から電力線網に送出される P L C 信号の強さを決定する極めて

重要な物理量であり、 これにより P L C 機器の性能が変わり、 コモンモ
ード電流、 すなわち漏えい電波の強さにも影響を及ぼす。 わが国の家屋
の電力線網について多数の測定を行った結果、 8 3 食を中央値として 1
0 g ~ 1 0 0 0 塁に分布している (乙 4 号証 4 4 ページ、 乙 5 号証 1 5
ページ) 。 したがって、 実測結果の中央値に近く、 かつ、 C I S P R 規
格における他の伝導妨害波測定法と一致する 1 0 0 食とした。
ウ L C L
L C L は電力線の平衡状態の程度を表す物理量であり、 数字が小さい

~ ほど平衡状態が悪い ことを、 すなわちディ フ ァ レンシャルモー ド電流か
ら コモンモード電流に変換されやすいことを示している。 電力線から漏
えいされる電波の レベルに直接的に影響する極めて重要な値である。 測
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定の結果によれば、 P L C 機器の コモンモー ド電流は、 L C L に反比例
して変化する (乙 4 号証4 7ページ、 乙 5号証 1 8 べ- ジ) 。 その一方
で、 わが国の家屋の配線網について多数の測定を行った結果、 L C L の
値は、 3 6 d B を中央値と して 1 o d B ~ 7 0 d B まで広く分布してい
ることが分かった (乙 4 号証4 3ぺ- ジ、 乙 5 号証 1 4 ページ) 。
P L C 機器の許容値を測定する際に使用する測定器具であるイ ンピ
ーダンス安定化回路網の L C L は、 当然、 実際の屋内配線の特性を模擬
するものでなければならない。 このため、 平衡状態の程度が悪く、 妨害
波が出やすい家屋等からの漏えい電波によって生じる無線局等の受信
障害を極力低減する見地から、 9 9 % の家屋等の L C L が含まれるよう
に設定することとした。 当該値は実測結果によって決定することとし、
1 6 d B が得られた (乙 4 号証4 3 ページ、 乙 5号証 1 4 ページ) 。

以上の物理量を持つイ ンピーダンス安定化回路網を使用することで、 本
件P L C による通信を行っているときの伝導妨害波についても、 C I S P
R 規格に規定されている測定方法に準拠しつつ、 わが国の電力配線網の実
態も考慮し実情に即した測定が可能となった。 また、 測定に当たって使用
すべき測定器も、 C I S P R 規格において、 一般的に用いられるものと同
等と した く乙 4 号証 4 ページ ｢3 測定設備』 ) 。
(3 ) 国際規格C I S P R との関係 .
C I S P R 規格は、 無線等に混信や妨害を与えないための基準であり、
既に 2 0 年以上の運用実績があり、 国際的に認知されているものである。
その C I S P R 規格によれば、電子機器等の発する漏えい電波の許容値は、
周波数が 3 0 M H z 以上である場合には、 機器から直接放射される漏えい
電波の電界強度を測定する方法によって得られた数値が 3 0 d B 料 V / m
(3 0 M H z ~ 2 3 0 M H z ) 又は 3 7 d B 仏 V / m (2 3 0 M H z ~ 1
0 0 O M H z )以下であればよいとされている。 本件技術基準においても、
それをそのまま採用 しており、 問題はない。
他方 ~ 3 0 M H z 以下の場合は、 機器から直接放射される漏えい電波で
はなく、 機器に接続された電力線や通信線を伝って機器の外部に流出した

伝導妨害波電流 (コモンモー ド電流) によって当該電力線等から放射され
る漏えい電波が支配的である。 この漏えい電波は、 接続する電力線等の特
性に依存するため、 機器単体の周辺で電界強度を直接測定する方法が取り
得ない (家屋等で機器を使用した状態で電界強度を測定しようとした場合
の不都合については、 前記 2 (5 ) ア参照。 ) 。 そ こ で、 コモンモー ド電
流等を測定する方法、 すなわち、 漏えい電波の原因となり、 その大きさが

漏えい電波の電界強度と相関を有する物理量である コモンモー ド電流等を
直接規制することとしている。
本技術基準は、 国際的に広く認められたこの方法を、 P L C という通信
の特殊性に応じて一部修正してはいるものの (その経緯は前述のとおり)
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採用しており、 合理的である。 つまり、 コ モンモード電流等を測定する 3
0 M H z 以下の基準は、 3 0 M H z 以上の基準よりも、 より精査し、 保守
的に考えられた基準であるから、 C I S P R 規格との対比においても、 無
線等の妨害を排除するためにより配慮されたもので既存の無線利用との共
用に資するものであるといえる。
なお、 ここで引用している C I S P R 規格とは、 測定法については平成
9 年 1 1月 に発行された C I S P R 2 2 第 3版を、 測定に当たって使用す
べき機器については平成 5 年 8月 に発行された C I S P R 1 6 - 1 第 1
版、 平成 9年 7月 に発行された C I S P R 1 6 一 1 追加修正版 1及び平成
9 年 1 1月 に発行された C I S P R 2 2 第 3 版を指しており (乙 4 号証4
ページ以下参照) 、 その内容は、 郵政省電気通信技術審議会答申 (C I S
P R 1 6 - 1第 1版及び追加修正版 1 について乙 1 2 2 号証、 C I S P R
2 2 について乙 1 2 1 号証) として公表されている。

妥当性の検証.
以上のとおり理論的に導出した許容値及び測定法を定めたが、 理論的に導出し
た過程では、 近似や簡略なモデル化が行われている。 これらの近似 ･ モデル化に

当たっては、 妥当性を十分に検討しているが、 これらが複雑に組み合わさる本件
のような事例では、 現実の製品に適用した場合、 想定外の動作をすることもあり

得る。
そこで、 この許容値及び測定法を適用 した機器を試作し、 実験設備の許可手続
きを行った上で、実環境で使用することで、許容値及び測定法の妥当性の検証 (乙
4 号証 9 1ページ以下) を行った。
その結果、 漏えい電波の強度が周囲雑音レベルを上回る可能性がある周波数帯

(1 5 M H z ~ 3 0 M H z ) が存在することが分かった (乙 4 号証 9 2 ページ)。
そのため、 この問題点を解決すべく、

′乙 4 号証 2 0 ページに記載している許容
値案を見直し (具体的内容は乙 4 号証 9 6 ページ以下) 、 本件P L C 機器から漏
えいする電波の強度が様々 な環境において周囲雑音レベル以下となるようもこ、 当
該漏えい電波の発生源である コモンモー ド電流の許容値を当該周波数帯について

1 o d B 小さい値に修正した (乙 4 号証 9 8 ページ) 。
したがって、 修正後の許容値であれば、 様々 な環境において、 本件P L C から
の漏えい電波の強度が、 周囲雑音レベル以下になると考えられる。

4

第 2 申立人らの準備書面 (6 ) について
1 r1 『周囲雑音j の定義及び異議申立人らの受忍限度についてj について

総務大臣が電波障害等の分野でいう ｢雑音｣ とは、 準備書面 (1 1 ) の第 1 (1ぺ
- ジ)及びそこで引用 している乙 1 1 6 号証 2 ページに記されているとおりであると
こ ろ、 それは、 申立人らが提出した甲 1 0 5 号証でい え ぱ をa d10‐fr e qu e n c y
d1s tu r ba n c e ｣ (1 7ページ) に相当するものと考えられる。 すなわち、 ｢機器や装
置、 システムの性能を劣化させるおそれがある電波J のことであって、 そのような電
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波であれば、 ｢自然雑音｣ であろうが ｢人工雑音｣ であろうが、 その電波に情報が重
畳されていようといまいと、 すべて ｢雑音｣ に含まれる。 そ して、 総務大臣は、 現実
に無線設備等が使用される環境において、上述のような性格を持つ電波一般を指して
｢周囲雑音｣ と定義している。 これは、 『周囲雑音J という概念を導入した目的が、
無線設備に与える影響の程度を画する (どのレベルまでの周囲雑音であれば許容され
るかのライ ンを決定する)ためのものであることを考えれば、至極当然のものである
と考える。
しかるに、 申立人らの ｢周囲雑音｣ の定義は、 甲 1 0 5 号証の をa d1o n o 1s e j (電
波雑音) であるとのことであるが、 これは、 総務大臣が定義する ｢周囲雑音｣ とは、
まったく異なり、 かつ、 以下に述べるとおり、 申立人らの従前の主張とも整合しない

概念である。 申立人らが主張する ｢周囲雑音｣ の定義に依拠するならば、 例えばイン
バータエアコンなどからのイ ンバータ雑音は、①必要信号に重畳された②情報を伝達
していない⑧R F 領域の時間変動成分を伴う電磁現象であることから、 ｢周囲雑音｣
に含まれることになると思われる。 しかるに、 申立人らは、 自ら実施した測定におい
て、 イ ンバータ雑音は周囲雑音ではないとして ｢周囲雑音J からは除いた旨発言 (2
月 8 園ヨテわれた審理において、 甲 7 6 号証の説明の際に、 申立人が発言。 このこと
については、 3月 7 日付け準備書面 (4 ) の第 2 の 4 において、 内容の確認のために
求釈明しているが、 現在までに申立人らからはf可らの回答もない。 ) しているのであ
るから、 かかる発言と上記定義は明らかに整合せず、矛盾しているといわざるを得な
い。 また、 申立人らの定義によれば、 本件P L C 機器からの漏えい電波であっても、
通信を行っていない状態での漏えい電波であれば、①必要信号に重畳された②情報を

伝達していない⑧R F 領域の時間変動成分を伴う電磁現象であることから ｢周囲雑
音｣ に含まれる こ とになると思われる。 しかるに、 申立人らの 2 0 0 8 年 9月 5 日付
け検証申立書の第 3 の 1 の (1 ) (3 ページ) には、 ｢非通信時に｣ ｢周囲雑音レベ
ルをはるかに超えるノイズ｣ を出している旨記載しているが、 かかる記載は、 『周囲

雑音｣に含まれるべき非通信時の漏えい電波を ｢周囲雑音｣ から懇意的に除外してい
るといわざるを得ない。 このことは、 申立人らが主張する ｢周囲雑音｣ の定義が論理
的に破綻している ことを端的に表しているというべきである (『周囲雑音｣ に含まれ
る漏えい電波が、 周囲雑音を超えるなどといったことは論理的にあり得ない。 )。 さ
らに、 申立人らの主張する ｢周囲雑音｣ の定義を厳格に解すれば、 申立人らがその送
受信の目的と していない通信波や放送波も、 何らかの情報を伝達するものである以
上、 ｢周囲雑音｣ には含まれないことになるが、 そのように解することは、 申立人ら
が主張する定義の根拠として引用 した甲 1 0 5 号証 1 6 ページに、 ｢分離できない信

号波の集合は、 電波雑音と して現れる｣ 旨、 すなわち、 目的外の信号波は雑音である
ことを前提と した記載があることとも矛盾する。したがって、申立人らの主張する『周
囲雑音｣ の定義は、 およそ定義として成り立たず失当であることが明らかである。 そ

うすると、 かかる定義に基づく受忍限度に関する主張もまた、 その前提を欠き、 失当
というほかない。
2 ｢2 国側提出に係る実験結果について｣ について

申立人らは、総務大臣が提出した乙 9 5 号証をはじめと した実験結果の書証につい
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て、 ｢データをプリントしたものの提出を受けても異議申立人らは『検証のしようが
ない』｣ と主張しているが、 総務大臣が提出した上記各書証は、 すべての測定データ
を明記して提出したものである。 したがって、 申立人らが総務大臣の測定結果を検証
することは可能である。
そして、 検証可能であるからこそ、 申立人らは、 準備書面 (5 ) 第 3 (9ぺ- ジ)
のような主張をしたものと思われる。
一方、 申立人らは、 自らが測定したデータを未だ提出していないのであるから、 総
務大臣は、 申立人らの測定データの検証をまったく行うことができない。
なお、申立人らが ｢原告提出に係る実験結果と同等の精度を有するプリントにして、
提出｣ することを申立人らが総務大臣に求めている点については、 そもそも、 ｢原告
提出に係る実験結果｣ が、 申立人らが測定したデータそのものからいかなる数値処理
により求められたものであるかという、 総務大臣がかねてより求釈明 している事項

(例えば、 3月 7 日付け準備書面 (4 ) の第 2 の 2 、 3 及び4 (1ページ) など) の
回答がなければ作成できない。
なお、総務大臣が提出している乙 9 5 号証等に記載しているグラフは、測定結果を
そのままグラフ化したものである ことを申し添える。
また、 T複数の曲線が重なっていて判別が困難] とあるが、 乙 9 5 号証等に記載し
ているグラフは、 P L C 機器使用時 (紺色の線)及び非使用時 (桃色の線) の周囲の
電界強度を比較し、 P L C 機器使用時の電界強度が P L C 機器非使用時の電界強度を
上回る部分が どの程度存在するかを視覚的に明らかにしたものであり、桃色の線が紺
色に重なって紺色が判別できないということは、 P L C 機器を使用しても、 P L C 機
器を使用していない状態と同等の電界強度しか観測されていないことを示している
に過ぎない。
3 ｢3 国側の求釈明について｣ について

7月 2 日の審理における申立人代理人の同旨発言を受け、総務大臣は、 9月 3 日付
けの準備書面 (1 1 )第 3 (4 ページ)以下において、 いまだ回答が得られていない
求釈明について、 あらためて求釈明を行っている。
そこで、 申立人らにおかれては、 上記求釈明に早急に回答することを強く求める。
なお、 総務大臣が求めている釈明は、 個々の測定結果についてではなく、 申立人ら
が行った測定の方法及びその考え方についてであり、総務大臣が提出している書面で
いえば乙 9 4 号証等に当たる部分である。 これらの事項がはっきりしなければ、 ｢実
験結果ごとに整理し、 個別に釈明｣ を求めることは不可能であることを申し添える。

第 3 申立人らの検証申立てについて

両当事者が行った測定につき、 申立人らは、 自らの測定の正当性を主張するのみで、
データの処理方法すら明らかにしようとはせず、そのデータ処理方法など基本的な考え

方について総務大臣が釈明を求めても (例えば、 3月 7 日付け準備書面 (4 ) の第 2 の
2 、 3 及び4 (1ページ) など)、言を左右して一向に回答しようとはしないく例えば、
9月 5 日付け準備書面 (6 ) の 3 (3 ページ) 、 同日付け検証申立書の第 3 の 2 (3 ペ
ージ) など。 ) 。 また、 第 2 の 1 で述べたとおり、 申立人らが示した ｢周囲雑音｣ の定
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義が、 過去の審理における申立人の発言と矛盾している。 このように、 その測定の根幹
部分に関する説明が食い違っているようでは、申立人がいったいいかなる理論体系に基
づきその主張を構築しているのかまったくもって不明である。
そ方、 総務大臣は、 自らが行った測定の方法及び数値の処理方法について乙 9 4 号証
ですべて明らかにするとともに、 乙 9 5 号証以下で測定したデータもすべて明らかに
し、 申立人らの批判に供している。 そ して、 申立人らの疑問点 (6月 2 5 日付け準備書
面 (5 ) の第 3 (9 ページ) ) に対しては、 真摯に回答を行い (9月 3 日付け準備書面
(1 1 ) の第 5 の 5 (9 ページ) )、 総務大臣の測定結果に対する申立人らの解釈が不
当であること、 そして、 申立人らの精査結果をもってしても、 本件 P L C 機器からの漏
えい電波によって、 アマチュア無線局の無線設備の機能に実質的な悪影響を及ぼさず、
仮に及ぼした場合でも十分に対処が可能であり、本件P L C 機器とアマチュア無線局と
が共存できることをはっきりと示し、技術基準の有効性、妥当性を示したところである。
したがって、 新たに検証を行うまでもなく、 総務大臣の主張の正当性は明らかである
と考える。
しかるに、 どうしても検証を行うことを申立人らが主張し、 電波監理審議会がその主
張を採用するのであれば、 現時点までに総務大臣が得ている情報の限りにおいて、 次の
条件を満たした検証を行うことを主張する。 条件を付す理由は、 それぞれ、 記載のとお
りである。
なお、 申立人らから、 第 1 の 3 で求めた釈明の結果が出された場合には、 その内容に
より、 主張を修正する可能性がある ことを申し添える。
1 測定を実施する者について

本件の測定に必要な知識、技術及び測定器を有する公正な第三者機関に委託して行
うことが適当である。 機関の選定及び委託は、 電波監理審議会が職権で行う。
2 測定を行う場所について

総務大臣が証拠として提出した測定データ (乙 9 5 号証以下)を測定した場所のい
ずれかで実施すべきである。
総務大臣が提出した測定データは、測定の方法及び数値の処理方法について、 乙 9
4 号証ですべて明らかにするとともに、乙 9 5号証以下で測定したデータもすべて明
らかにしている。 そこで、 公正な第三者機関が同一場所、 同一条件で測定することに
よって、総務大臣が提出した測定デ- 夕の正当性を客観的見地から明らかにすること
ができると思料する。
3 ,測定を行う機器について

総務大臣が提出した測定データの正当性を明らかにするためには、いたずらに測定
機器数を増やす必要はなく、総務大臣が提出した測定データのうちからどれか一機種
について、 第三者機関が同一場所、 同一条件で測定することで足りると考える。
なお、 仮に、 機種選定において、 申立人らが主張する 3 種類の方式を考慮するので
あれば、現在の出荷台数はH D - P L C 方式によるものがその大部分を占めているこ
とから、 H D - P L C 方式の機器から一機種を選定することが適当である。
4 実施する測定の内容について

住宅に設置した P L C 機器を動作させない状態での周囲雑音及び動作させた状態
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での周囲雑音を測定する。

雑音の測定要領は、/_94号証記載のとおりとする。
なお、中立人らは、測定すべきコンセント対を「最大の漏えい電波が発生するIも

のに限るような主張をしているが、総務大臣が準備書面 (a)の第 4の 2(9ページ)
で述べたとおり、どのコンセント対を使用するかにっいても障害発生時の調整事項で

あるので、あえて検言正を実施り
~る
のであれば、総務大臣の「 記主張の正当性を確認す

る見地から、複数のコンセント対を用いた測定も実施すべきである。また、強い漏え

い電波が観測された場合には、総務大臣が準備書面 (8)の第 4の 2(9ページ)で
主張したような各種の対策を行った状態での演1定も改めて行い、これらの対策が有効

であることを確認するべきである。

また、毅J定は、アマチュア無線局が動作することを許された周波数帯 (乙 119号
証)の うち、2MHzか ら30MHzま での周波数帯に含まれるものに限定して行 う。
5 測定を行う期間等について
周囲雑音は、人工雑音を含んでいる (自然雑音よりもむしろ人工雑音の方が支配的

である。)以上、そこで生活している人間の生活スケジュール (すなわち、時刻及び

曜日)に大きく依存する。また、周囲の状況次第で、突発的な雑音の発生も起こり得
る。

そこで、あえて検証を実施するのであれば、乙04号 .IE記載のとおり、同一場所で
あつても多数回の測定を行 う必要がある。

特に通常、隣家の住人及び申立人らの双方が在宅し、PLC機器の使用及びアマチ
ュア無線の運用が行われ、障害発生の可能性が最も高いと思われる、平日の16時以
降の時FHO帯 を含んで測定を行 うことが適当である

`また、検illが 1日 だけであると、突発的な事象により、通常の日と大きく異なる測

定数値が観測されるおそれがあることから、日をあけて 2日 ないし3日程度毅l定をイテ

うべきである。

第4 申立人らの申立資格について
中立人らから甲106号証 (中立人番号 1番ないし112番の者が受けている無線局
免許状の写し)が提出されたところであるが、次の者の無線局免許状は、既に有効期間
が満了している。現在有効な無線局免許を受けているのであれば、当該有効な免許状の

写しを提出されたい。

3 ●■■ (平成20年 2月 14日 まで有効)
6 -   (平 成 19年 7月 10日 まで有効 )
7 蝙■口 (平成20年 7月 22日まで有効)
14 -   (平 成 20年 8月 3日 まで有効)
18 -   (平 成 20年 10月 2日 まで有効)
21      (平 成 20年 2月 7日 まで有効)
25 日■■■ (平成 20年 3月 1日 まで有効)
26 -   (平 成 20年 7月 10日 まで有効)
27 -  (平 成 19年 8月 18日 まで有効)
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34-  (駒 霙19年 11月 26日 まで有効)
41 -   (平成20年 8月 11日 まで有効)
42      (平 成20年 8月 25日 まで有効)

111 1目::LI華儀l:軍 1:嘱 ::百富懲暑
"ふ

|

48 ■■● (平成19年 5月 19日まで有効)
49 4  (平 成19年 8月 24日 まで有効)   |  |
51 口■■B(平成19年 8月 ?41まで有効)

|::薔駆犀藤覇β■
81 -  (平盛20年 8月 27日まで有効)
84 ■■■口 (平成19年 10,4日 まで有効)
89 -   (平成19年 8月 29日まで有効)
|し 1 -て 平成19年 5月 71まで有効)
03      (平成10年 11月 24日まで有効).|‐

1::‐

=、
単辞ζ籍:月イ:重平鍬 ■‐|

104 ‐ |(平成19年 8月 21‐日まで有義).lo, 町29午 4月ζ::ま要暑郷|||‐ |・■11‐■■■■ (平事1‐ 9年 19′
| ‐ 112 ●■口 (平成2o年 9月 8口■で有効) |      ‐    |‐
次の者は、公開 されていうヽ線局情報 (総務省電波利用ホ‐ム

ペァジ、

http:/iT.tcllき otlllluをo jp/"nkyoん eaiclserVlOt?pageID=0)の 本書面の緑出日昇 |
たの内容と下記力ヽらこ

^1巧
目の議栽事項に神準があることから、確認の上ぅ提出した

免許状が現在有効な免許状でなぃ場合には、現在有効な免許状の7しを啓め、提■1直 ‐

されたヤ`。    ・    ■ |  ‐    ■        ‐     ‐
‐    1' 

―
   (電波の型式、月波数及び空中線電力)       |

24 -  (電波の型式、周滓撃及び空中線電力).      ‐  ‐
2ё ‐ て電波め型式、月波数及び牢中線電力)            .

| 152 -   (卿 )                      |
66 -   (電 波の型式、周疼数及び空中線電力).  |
38 -   (移動範囲並びに電減の型式、周波数及び空中線電力)
9o 
―

   (電波の型式、周波数及び空中線電ヵ) |   ■‐
‐94 -   (電 波の型式、1周波数及び奪中線電力)|   ‐ ‐
108 ‐   (電波の型式、周波数及び空中線電力)

次の者は、提出された無線局免許状に記載されている氏名と、異議申立書別紙申立人

目録記載の氏名とが相違していることから、異議申立人本人の無線局免許状であること

の釈明を求める。なお、提出されたA・4状は、既に有効期間が切れていることから、現 |

在有効な無線局免許を受けていうのであれば、その免許状の写しを提出されたい。
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‐
‐  11-   ‐

なお、中立人番号113番相■■■■及び114     の資格証明が何らなされ
ていないところ、無線従事者免許証の写しの提出を求める。  |‐     ‐   ‐

第5 本件PLC機器の市販状ュについて       | |        ■
主任審理官の指示により:型式指定を受けた者に対して出荷台数を聞き取り調査した

ところ、全型式指定機種の自荷台数の総合計は約65万台である。

第6. 電渡障害ρ措置林況について    |           ‐
主任審理官より提出指示のあつたこれまでの総務省に対する障害申告の件数と措置

状況について、平成 19年度、無線局に対する混信・妨害申告の総件数は2,876件
であつた。その主な措置事例としOI、 以下のものが挙げられる。また、電波監視等で

確認した不法無線局の出現数は、延べ12, 072件であった (乙 123号証): |
0 平成 19年 1,1月 にヽドクタ‐今りの通信に妨害を与えていた不法無線局 (VH
‐
 IF帯のア了チニア冬線機を使用したもの)1月を告発するとともに、この不法無線
■ 局と通信を行つたアをチニァ無線局を指定外周準熱集用で告発レ、妨害を解消し
‐ L  .1     1 

‐
 ‐     |‐   ‐    |     

‐
     ‐

O IV「 F帯のアマチ■ア無線機を使甲し■不沐無稼局が(防災行菫無線に長押にわ
たり断続的妨害を与えていたが、平成19年 ユ1月 ″ヽ害落となっていた不■無粽
局 2局を告発し、妨害を解消した

` 
‐ ‐

9‐ 平感 20年 ,月 、日本の港湾に入港した外国客船において、同船舶に設置された

. 1省撃曇繁翼曇τttF賞昌曇透ガ雪程暑1駆鶴守[協亀駐鴫踪夏彙1辱ギ省言「子サ
○ 平成 19年度から甲ネ総合導写月に電波障害分析

～
新識し、妨害の再発防止及

| び排除業務の迅速イけこ資す0た 0の原因策明を実螂していうが、同議でに、平成1
9年度にtオ‐デイオアンプ及びラジカセの異常発振、光回線終端装置及びMOド
ライプの不具合による電波漏えぃなどの特異な事業を取り扱ったt

第7 乙4号証及び乙5号証の執筆者にらぃて      ‐
1 乙4号証について  ‐
乙4号証 (冊子としてとりまとめられたもの)自体の作成者は、.■拠説明書に記載
したとおり、情報通信審議会であるがt同号証に編綴されている文書の作成者又は実

際の執筆者は以下のとおりである。                    |
① 11ペァィ|こ編欅されヽいる答申書の作成者は、情報通信審議会会長FI山悦彦で
ある。

② 2ページ以降に編綴されている上記答申書の別紙は、情報通信審議会情報通信
技術分科会CISPR委員会 (構成員は乙4号証22ぺ■ジ)の杉浦主査 (東北大
学電気通信研究F」I教授)が、同委員会の下に設けられた高速電力線搬送通信設備小

委員会 (構成員は乙4号証23ぺ=ジ)の審議結果
を基に起草し、同小委員会(同
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委員会及び同分科会のいずれも全会一致の議決を経て、情報通信審議会から総務大
臣に答申されたものである。 その際の審議経過は、 乙 1 2 4 号証の議事録のとおり
である。

2 乙 5 号証について
乙 5 号証 (冊子としてとりまとめられたもの)自体の作成者は、 前同様、 証拠説明
書に記載したとおり、 総務大臣であるが、 同号証に編綴されている文書は、 総務省総
合通信基盤局長が設置した高速電力線搬送通信に関する研究会 (構成員は乙 1 2 5 号
証) において、 その審議結果を基に同研究会の杉浦座長 (情報通信審議会情報通信技
術分科会 C I S P R 委員会主査、 東北大学電気通信研究所教授)、 雨宮構成員 (N T
T ア ドバンステクノ ロ ジ株式会社理事)、上構成員 (電気通信大学電気通信学部教授)
及び山中構成員 (独立行政法人情報通信研究機構グループリーダー)らによって起草
され▼同研究会において圧倒的多数 (出席構成員 2 3名中2 0名) の構成員の賛成に
よる議決を経て、 総合通信基盤局長に報告されたものである。 その際の審議経過は、
乙 1 2 6 号証の議事録のとおりである。
3 なお、 上記執筆者の所属は、し、ずれも、 乙 4 号証又は乙 5 号証作成当時のものであ
る。
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